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案

新
旧
対
照
条
文

建
設
業
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

○

建
設
業
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
二
百
七
十
三
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
技
術
検
定
の
種
目
等
）

（
技
術
検
定
の
種
目
等
）

第
二
十
七
条
の
三

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
検
定
は
、
次
の
表
の

第
二
十
七
条
の
三

法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
技
術
検
定
は
、
次
の
表
の

検
定
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
種
目
に
つ
い
て
、
同
表
の
検
定
技
術
の
欄
に
掲
げ
る
技
術

検
定
種
目
の
欄
に
掲
げ
る
種
目
に
つ
い
て
、
同
表
の
検
定
技
術
の
欄
に
掲
げ
る
技
術

を
対
象
と
し
て
行
う
。

を
対
象
と
し
て
行
う
。

検
定
種
目

検
定
技
術

検
定
種
目

検
定
技
術

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

管
工
事
施

管
工
事
の
実
施
に
当
た
り
、
そ
の
施
工
計
画
及
び
施
工
図
の
作
成
並

管
工
事
施

管
工
事
の
実
施
に
当
た
り
、
そ
の
施
工
計
画
及
び
施
工
図
の
作
成
並

工
管
理

び
に
当
該
工
事
の
工
程
管
理
、
品
質
管
理
、
安
全
管
理
等
工
事
の
施

工
管
理

び
に
当
該
工
事
の
工
程
管
理
、
品
質
管
理
、
安
全
管
理
等
工
事
の
施

工
の
管
理
を
適
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
技
術

工
の
管
理
を
適
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
技
術

電
気
通
信

電
気
通
信
工
事
の
実
施
に
当
た
り
、
そ
の
施
工
計
画
及
び
施
工
図
の

（
新
設
）

（
新
設
）

工
事
施
工

作
成
並
び
に
当
該
工
事
の
工
程
管
理
、
品
質
管
理
、
安
全
管
理
等
工

管
理

事
の
施
工
の
管
理
を
適
確
に
行
う
た
め
に
必
要
な
技
術

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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２

（
略
）

２

（
略
）

３

建
設
機
械
施
工
、
土
木
施
工
管
理
及
び
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
技
術
検
定

３

建
設
機
械
施
工
、
土
木
施
工
管
理
及
び
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
技
術
検
定

（
建
築
施
工
管
理
に
係
る
二
級
の
技
術
検
定
に
あ
つ
て
は
、
実
地
試
験
に
限
る
。
）

は
、
当
該
種
目
を
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
種
別
に
細
分
し
て
行
う
。

は
、
当
該
種
目
を
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
種
別
に
細
分
し
て
行
う
。

（
受
検
資
格
）

（
受
検
資
格
）

第
二
十
七
条
の
五

（
略
）

第
二
十
七
条
の
五

（
略
）

２

二
級
の
技
術
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
種
目
の

２

二
級
の
技
術
検
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
種
目
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
電
気
工
事
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理

二

土
木
施
工
管
理
、
建
築
施
工
管
理
、
電
気
工
事
施
工
管
理
、
管
工
事
施
工
管
理

、
電
気
通
信
工
事
施
工
管
理
又
は
造
園
施
工
管
理

次
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に

又
は
造
園
施
工
管
理

次
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る

応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
定
め
る
者

者

イ

学
科
試
験

当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
に
お
け

イ

学
科
試
験

当
該
学
科
試
験
が
行
わ
れ
る
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
に
お
け

る
年
齢
が
十
七
歳
以
上
の
者

る
年
齢
が
十
七
歳
以
上
の
者

ロ

実
地
試
験

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

ロ

実
地
試
験

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
後
受
検

学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
又
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
後
受
検

(1)

(1)

し
よ
う
と
す
る
種
目
（
土
木
施
工
管
理
又
は
建
築
施
工
管
理
に
あ
つ
て
は
、

し
よ
う
と
す
る
種
目
（
土
木
施
工
管
理
又
は
建
築
施
工
管
理
に
あ
つ
て
は
、

種
別
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

種
別
。

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
し
三
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

(2)

(2)

で
在
学
中
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
学
科
を
修
め
た
も
の

で
在
学
中
に
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
学
科
を
修
め
た
も
の

受
検
し
よ
う
と
す
る
種
目
に
関
し
八
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

受
検
し
よ
う
と
す
る
種
目
に
関
し
八
年
以
上
の
実
務
経
験
を
有
す
る
者

(2)

(2)

国
土
交
通
大
臣
が

又
は

に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験

国
土
交
通
大
臣
が

又
は

に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験

(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)
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を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た
者

を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た
者

（
試
験
の
免
除
）

（
試
験
の
免
除
）

第
二
十
七
条
の
七

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
、
そ
れ

第
二
十
七
条
の
七

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
申
請
に
よ
り
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
を
免
除
す
る
。

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
試
験
を
免
除
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

二
級
の
技
術
検
定

種
目
（
建
設
機
械
施
工
又
は
土
木
施
工
管
理
に
あ
つ
て
は
、

二
級
の
技
術
検
定

種
目
（
建
設
機
械
施
工
、
土
木
施
工
管
理
又
は
建
築
施
工
管

の
学
科
試
験
に
合

種
目
及
び
種
別
）
を
同
じ
く
す
る
二
級
の
技
術
検
定
（
検
定

の
学
科
試
験
に
合

理
に
あ
つ
て
は
、
種
目
及
び
種
別
）
を
同
じ
く
す
る
二
級
の

格
し
た
者

種
目
そ
の
他
の
事
項
を
勘
案
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る

格
し
た
者

技
術
検
定
（
検
定
種
目
そ
の
他
の
事
項
を
勘
案
し
て
国
土
交

期
間
内
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
学
科
試
験
の
全
部

通
大
臣
が
定
め
る
期
間
内
に
行
わ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）
の

学
科
試
験
の
全
部

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
受
験
手
数
料
等
）

（
受
験
手
数
料
等
）

第
二
十
七
条
の
十

学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
の
受
験
手
数
料
の
額
は
、
次
の
表
に
掲

第
二
十
七
条
の
十

学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
の
受
験
手
数
料
の
額
は
、
次
の
表
に
掲

げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
又
は

げ
る
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
十
七
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
学
科
試
験
又
は

実
地
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
当
該
学
科
試
験
又
は
実
地

実
地
試
験
の
一
部
の
免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
当
該
学
科
試
験
又
は
実
地

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
に
つ

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
学
科
試
験
又
は
実
地
試
験
に
つ

い
て
同
表
に
掲
げ
る
額
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

い
て
同
表
に
掲
げ
る
額
か
ら
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
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検
定
種

一
級

二
級

検
定
種

一
級

二
級

目

目

学
科
試
験

実
地
試
験

学
科
試
験

実
地
試
験

学
科
試
験

実
地
試
験

学
科
試
験

実
地
試
験

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

管
工
事

八
千
五
百
円

八
千
五
百
円

四
千
二
百
五
十

四
千
二
百
五
十

管
工
事

八
千
五
百
円

八
千
五
百
円

四
千
二
百
五
十

四
千
二
百
五
十

施
工
管

円

円

施
工
管

円

円

理

理

電
気
通

一
万
三
千
円

一
万
三
千
円

六
千
五
百
円

六
千
五
百
円

（
新
設

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

信
工
事

）

施
工
管

理（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）


